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シ ン ガ ポ
ー

ル にお ける女性 と政 治：ナ シ ョ ナ リ ズム
、 国家建設 、 ジ ェ

ー ン ダー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村 慶子

　東南 ア ジア に おける 女性 と政治 と い うテ
ー

マ は 、 東南ア ジア で も日本で もい まだ十分な蓄

積が な され て い る とは い い が た い
。 如生が 人口 の 約半分を占め て い るにか かわ らず、女性の政

治的プ レゼ ン ス が きわめて 小 さ く、また 政治舞台が 圧倒的に男性 に よっ て支配 され て い る と

い う現実 は 、女性 と政治 とい うテ
ー

マ をほ とん ど不問 に付 して きた とい え よう。

　本報告は、シ ン ガポー
ルの 女性 と政 治の 関わ りを、独 立運動 と国家建設の 歩み の なかで 検討

する こ とで 、 シ ン ガポ ール の 政治や社会の 現状 と問題 点を描 き出す こ とを課題 とする 。 言い か

えれ ば、シ ン ガ ポール の 独立以後の 歩み を、ジ ュ ン ダーの 視点か ら捉え直す試み で もあ る 。

　 1959 年、イギ リス か らの 内政 自治権委譲にともなう総選挙で勝利 した人民行動党 （PA

P ）は 、党の 政策綱傾 に 〔勲 昏の 禁止 や 女性 の 地位向 ヒを調っ た 。 PAP の 政党綱領の 実現 で も

ある 61 年の 「女性憲章」は 、植民地時代か らの 男女の 封建的・従属的関係の 変革 に大きな意味

を持つ 画期的 な もの で あ っ た 。 しか し 、 65 年の マ レ
ー

シ ア か らの 突然の 分離 ・独立以後 、 女性

の政治参加は大き く後退 した 。 PAP 政 府は、小 さな都市国家を生存・繁栄させ る ため に経済

発展 を優先し 、 女性政 策は こ れ まで の 女性の 地位向上や 保護 とい う視点を離れ て 、女性の 経済

的動員に移行 したか らで あ る ，、

　だが こ 80 年代 にな っ て 「先進 国並み 」の 生活水準 を達成す る と 、再び女性 に 政治参加 を呼

びかける よ うにな っ た 。 PAP は 84 年総選挙には 16 年ぷ りに女性候補者を立て 、89 年に

は 70 年に 自然消滅 した党の 婦人 部を復活させ た 。 こ れは 80 年代 に入 っ て PAP の 支持率

が長期低落傾向をみせ は じめ た こ と、その ため に 国民 をPAP の 下に糾合 しつ づ けるべ く、 経

済的成功に代わる新た な国民統合の価値 として打 ち出 された 「国民共有価値」（  偶人 よ りも

社会、社会よ りも国家 を優先、  社会の 基本的な単位は家族 、  社会は個人 を優先 して 支援す

る、（互浄 い よ りも合意、  人種的宗 教的調和 ）と「家族の 価値」（  愛 、 ケア 、 関心 、  相互信頼、 

親孝行、  コ ミ ッ トメ ン ト、  コ ミュ ニ ケー
シ ョ ン）普 及の ため で ある 。

　儒教的要素の 強い 「国民共有価値」と1家族の価値 1の 宣伝・普及の ドで 、よ き妻 ・母 として の 女

性の 役割が 強調さ れる よ うに な っ た 。 例えば、68 年以来男女共通 の 選択科 ［（中等教育課稈）

で あ っ た技術科 目が 86 年か らは男 子の み の科 卩とな り、 女子は 家庭科 が必修 とな っ た 。 こ の

改訂 にあた っ て政府は「女の 子 は女の 子で あ り、それ ゆ え将来の 妻と して 母 として労働 者と し

て訓練 されなけれ ばな らな い 匿 述 べ て い る 。 こ の よ うに政 府の 女性政策は 「女性 ＝ 家庭優先

＋仕事、男性 一仕事」と い う二二分法 に基づ い た もの で あ り、ゆ えに仕事を続 け る女性の 負担は

重 い
。 近年極端に

一
ト
．
が っ て い る こ の 国の 女性の 出生率、特 に高学歴女性の 出生率低下 は 、彼女

た ちの 「静かな る反乱」を表わ して い るとい える の で は ない か 。 だが、復活 した、PAP 婦 人部は

「PAP の 政 策を広 く女性た ちに知 らせる こ とが婦人部の 仕事」として い るため に 、
こ の よ う

な政府の 姿勢に対 して 異議を唱 える こ とはない
。

儒教的国家 、儒教的家族 の あ り方 と女性の エ ン パ ワ ーメ ン トは両立 しない
。 女性が政治的意思

決定の 場に ほ と ん ど い ない の は 、シ ン ガポール 社 会の 構造的な問題で あ ろ う。

明命期中部 ヴ ェ トナ ム に おけ る村 落流散 と附耕
一 ゲア ン省地 簿の 検討か ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤 正樹

　19世紀初頭 に北 部 ヴ ェ トナム の紅河デ ル タで生 じてい た行政村落の 消失 （流散）と他村落の
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